
五
四
六

第
Ｂ
節

特
定
の
原
産
品
に
つ
い
て
の
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
適
用
す
る
た
め
の
制
度

第
一
款

第
Ｂ
節
に
つ
い
て
の
注
釈

１

前
節
１

の
規
定
の
適
用
上
、
日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
n

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の

(xx)

関
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
こ
の
節
に
定
め
る
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
条
件
に
従
う
も

の
と
す
る
。

２

日
本
国
の
農
林
水
産
省
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
各
年

の
終
了
後
一
箇
月
以
内
に
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て

10

輸
入
の
許
可
前
に
当
該
各
年
に
お
い
て
引
き
取
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
証
明
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
輸
入
者
に
よ
る
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
申
請
の
後
に
発
給
す
る
。

３

輸
入
者
は
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
に
つ
い
て
第
三
・
一
条
に
定
義
す
る
関
税
上
の
特
恵

10

待
遇
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
輸
入
の
許
可
前
に
日
本
国
の
税
関
当
局
に
対
し
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る
。
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
日
本
国
の
税
関
当
局
へ
の
提
出
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
公
に
入
手
可

能
な
も
の
と
す
る
。

４

日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
各
年
の
終
了
後
の
最
初
の
六
月
三
十
日
以
前
に
輸
入
者
が
日
本
国
の
税
関
当
局
に

提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
輸
入
申
告
の
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
に
関
し
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
各
年
に
つ

10

い
て
輸
入
者
に
対
し
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
を
利
用
可
能
と
す
る
当
該
原
産
品
の
合
計
数
量
は
、
当
該
各
年
に
お
け
る
日
Ｅ

Ｕ
経
済
連
携
協
定
附
属
書
二

－

Ａ
第
三
編
第
Ｂ
節
に
規
定
す
る
産
品
で
あ
っ
て
当
該
原
産
品
に
対
応
す
る
も
の
の
合
計
割
当

数
量
と
日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
の
下
で
輸
入
者
が
利
用
し
た
こ
と
を
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
確
認
し
た

当
該
対
応
す
る
産
品
の
割
当
数
量
と
の
差
と
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
５
に
定
め
る
各
年
の
合
計
数
量
に
つ
い
て
は
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
つ
い
て
算
出
す
る
。

10

６

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
に
つ
い
て
の
日
英

10

特
恵
輸
入
証
明
書
の
申
請
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
総
数
量
が
５
に
定
め
る
合
計
数
量
を
超
え
る
場
合
に
は
、
提
出
さ
れ
た
当

該
申
請
の
優
先
順
位
を
当
該
原
産
品
の
引
取
り
が
承
認
さ
れ
た
日
の
順
序
に
基
づ
い
て
決
定
し
、
及
び
日
英
特
恵
輸
入
証
明

書
が
発
給
さ
れ
る
当
該
原
産
品
の
数
量
が
５
に
定
め
る
合
計
数
量
に
達
す
る
限
度
に
お
い
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
を
発
給

す
る
。
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
当
該
原
産
品
（
輸
入
者
に
対
し
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
発
給
さ
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五
四
七

第
Ｂ
節

特
定
の
原
産
品
に
つ
い
て
の
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
適
用
す
る
た
め
の
制
度

第
一
款

第
Ｂ
節
に
つ
い
て
の
注
釈

１

前
節
１

の
規
定
の
適
用
上
、
日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
n

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
品
の

(xx)

関
税
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
こ
の
節
に
定
め
る
当
該
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
条
件
に
従
う
も

の
と
す
る
。

２

日
本
国
の
農
林
水
産
省
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
各
年

の
終
了
後
一
箇
月
以
内
に
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て

10

輸
入
の
許
可
前
に
当
該
各
年
に
お
い
て
引
き
取
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
証
明
書
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
輸
入
者
に
よ
る
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
申
請
の
後
に
発
給
す
る
。

３

輸
入
者
は
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
に
つ
い
て
第
三
・
一
条
に
定
義
す
る
関
税
上
の
特
恵

10

待
遇
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
輸
入
の
許
可
前
に
日
本
国
の
税
関
当
局
に
対
し
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と

を
求
め
ら
れ
る
。
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
日
本
国
の
税
関
当
局
へ
の
提
出
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
公
に
入
手
可

能
な
も
の
と
す
る
。

４

日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
各
年
の
終
了
後
の
最
初
の
六
月
三
十
日
以
前
に
輸
入
者
が
日
本
国
の
税
関
当
局
に

提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
輸
入
申
告
の
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
に
関
し
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
各
年
に
つ

10

い
て
輸
入
者
に
対
し
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
を
利
用
可
能
と
す
る
当
該
原
産
品
の
合
計
数
量
は
、
当
該
各
年
に
お
け
る
日
Ｅ

Ｕ
経
済
連
携
協
定
附
属
書
二

－

Ａ
第
三
編
第
Ｂ
節
に
規
定
す
る
産
品
で
あ
っ
て
当
該
原
産
品
に
対
応
す
る
も
の
の
合
計
割
当

数
量
と
日
Ｅ
Ｕ
経
済
連
携
協
定
の
下
で
輸
入
者
が
利
用
し
た
こ
と
を
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
確
認
し
た

当
該
対
応
す
る
産
品
の
割
当
数
量
と
の
差
と
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
５
に
定
め
る
各
年
の
合
計
数
量
に
つ
い
て
は
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
に
つ
い
て
算
出
す
る
。

10

６

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
原
産
品
に
つ
い
て
の
日
英

10

特
恵
輸
入
証
明
書
の
申
請
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
総
数
量
が
５
に
定
め
る
合
計
数
量
を
超
え
る
場
合
に
は
、
提
出
さ
れ
た
当

該
申
請
の
優
先
順
位
を
当
該
原
産
品
の
引
取
り
が
承
認
さ
れ
た
日
の
順
序
に
基
づ
い
て
決
定
し
、
及
び
日
英
特
恵
輸
入
証
明

書
が
発
給
さ
れ
る
当
該
原
産
品
の
数
量
が
５
に
定
め
る
合
計
数
量
に
達
す
る
限
度
に
お
い
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
を
発
給

す
る
。
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
当
該
原
産
品
（
輸
入
者
に
対
し
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
発
給
さ
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五
四
八

れ
た
も
の
）
の
引
取
り
が
承
認
さ
れ
た
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
を
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ

Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
ま
た
、
５
に
定
め
る
合
計
数
量
、
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
申
請
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
総
数
量
及

び
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
当
該
原
産
品
の
数
量
を
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

７

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
そ
の
省
令
及
び
通
達
を
通
じ
、
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
に
関
し
、
次
の
も

の
を
速
や
か
に
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。

様
式
及
び
申
請
書

(a)

申
請
及
び
発
給
の
手
続

(b)
８

次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
品
名
は
、
必
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
。
当
該
品
名
は
、
専
ら
利
用
者
が

10

こ
の
節
の
規
定
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
の
便
宜
の
た
め
に
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
対
象
と
な
る
関
連
す

る
品
目
の
適
用
範
囲
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
適
用
範
囲
に
代
わ
る
も
の
で
も
な
い
。

第
二
款

特
定
の
原
産
品
に
つ
い
て
の
関
税
上
の
特
恵
待
遇

１

小
麦
製
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
四
一
〇
・
二
二
一
、
一
九
〇
四
二

(a)
〇
・
二
二
一
、
一
九
〇
四
三
〇
・
〇
一
〇
、
一
九
〇
四
九
〇
・
二
一
〇
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
二
一
四
の
品
目
に
分
類
さ

れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
が
適
用
す
る
輸
入
差
益
の
対
象
と
な

(c)

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
、
国
家
貿
易
企
業
と
し
て
、
売
買

(c)

(a)
同
時
契
約
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
Ｓ
Ｂ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
日
本
国
は
、

の
規
定
に

(a)

従
っ
て
輸
入
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
輸
入
差
益
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
輸
入
差
益
の
額
は
、
世
界
貿
易
機
関

設
立
協
定
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
基
づ
き
当
該
産
品
に
つ
い
て
許
容
さ
れ
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

混
合
物
及
び
練
り
生
地
並
び
に
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
2

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
二
〇
・
二
二
二
、
一
九
〇
一
二

(a)
〇
・
二
三
二
、
一
九
〇
一
二
〇
・
二
三
五
及
び
一
九
〇
一
二
〇
・
二
四
三
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
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五
四
九

れ
た
も
の
）
の
引
取
り
が
承
認
さ
れ
た
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
を
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ

Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
ま
た
、
５
に
定
め
る
合
計
数
量
、
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
の
申
請
に
お
い
て
要
求
さ
れ
た
総
数
量
及

び
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
当
該
原
産
品
の
数
量
を
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

７

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
そ
の
省
令
及
び
通
達
を
通
じ
、
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
に
関
し
、
次
の
も

の
を
速
や
か
に
公
に
利
用
可
能
な
も
の
と
す
る
。

様
式
及
び
申
請
書

(a)

申
請
及
び
発
給
の
手
続

(b)
８

次
款
１
か
ら

ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
に
規
定
す
る
品
名
は
、
必
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
。
当
該
品
名
は
、
専
ら
利
用
者
が

10

こ
の
節
の
規
定
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
の
便
宜
の
た
め
に
付
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
対
象
と
な
る
関
連
す

る
品
目
の
適
用
範
囲
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
適
用
範
囲
に
代
わ
る
も
の
で
も
な
い
。

第
二
款

特
定
の
原
産
品
に
つ
い
て
の
関
税
上
の
特
恵
待
遇

１

小
麦
製
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
四
一
〇
・
二
二
一
、
一
九
〇
四
二

(a)
〇
・
二
二
一
、
一
九
〇
四
三
〇
・
〇
一
〇
、
一
九
〇
四
九
〇
・
二
一
〇
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
二
一
四
の
品
目
に
分
類
さ

れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
が
適
用
す
る
輸
入
差
益
の
対
象
と
な

(c)

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
、
国
家
貿
易
企
業
と
し
て
、
売
買

(c)

(a)
同
時
契
約
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
Ｓ
Ｂ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
日
本
国
は
、

の
規
定
に

(a)

従
っ
て
輸
入
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
輸
入
差
益
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
輸
入
差
益
の
額
は
、
世
界
貿
易
機
関

設
立
協
定
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
基
づ
き
当
該
産
品
に
つ
い
て
許
容
さ
れ
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

２

混
合
物
及
び
練
り
生
地
並
び
に
ケ
ー
キ
ミ
ッ
ク
ス

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
2

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
二
〇
・
二
二
二
、
一
九
〇
一
二

(a)
〇
・
二
三
二
、
一
九
〇
一
二
〇
・
二
三
五
及
び
一
九
〇
一
二
〇
・
二
四
三
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
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五
五
〇

輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

３

主
と
し
て
小
麦
で
作
ら
れ
た
調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P
I
C
-
3

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
九
〇
・
二
四
二
、
一
九
〇
一
九

(a)
〇
・
二
四
七
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
五
二
及
び
一
九
〇
一
九
〇
・
二
六
七
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て

輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

４

大
麦
又
は
裸
麦
の
調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
4

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
二
〇
・
一
四
一
、
一
九
〇
一
九

(a)
〇
・
一
六
一
、
一
九
〇
四
二
〇
・
二
三
一
、
一
九
〇
四
九
〇
・
三
一
〇
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
二
一
六
の
品
目
に
分
類
さ

れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
が
適
用
す
る
輸
入
差
益
の
対
象
と
な

(c)

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
、
国
家
貿
易
企
業
と
し
て
、
Ｓ
Ｂ

(c)

(a)
Ｓ
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
日
本
国
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
輸
入
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
輸
入
差
益
を
徴
収
す
る

(a)

こ
と
が
で
き
る
。
当
該
輸
入
差
益
の
額
は
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
基
づ
き
当
該
産
品
に
つ
い

て
許
容
さ
れ
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
の
混
合
物
、
調
製
食
料
品
及
び
練
り
生
地

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
5

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
七
〇
二
九
〇
・
二
一
九
、
一
九
〇
一
二

(a)
〇
・
二
三
九
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
一
七
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
四
八
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
五
三
、
二
一
〇
一
一
二
・
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五
五
一

輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

３

主
と
し
て
小
麦
で
作
ら
れ
た
調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
3

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
九
〇
・
二
四
二
、
一
九
〇
一
九

(a)
〇
・
二
四
七
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
五
二
及
び
一
九
〇
一
九
〇
・
二
六
七
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て

輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

４

大
麦
又
は
裸
麦
の
調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
4

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
二
〇
・
一
四
一
、
一
九
〇
一
九

(a)
〇
・
一
六
一
、
一
九
〇
四
二
〇
・
二
三
一
、
一
九
〇
四
九
〇
・
三
一
〇
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
二
一
六
の
品
目
に
分
類
さ

れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
国
が
適
用
す
る
輸
入
差
益
の
対
象
と
な

(c)

る
こ
と
を
条
件
と
し
て
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

の
規
定
に
よ
る
輸
入
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
、
国
家
貿
易
企
業
と
し
て
、
Ｓ
Ｂ

(c)

(a)
Ｓ
方
式
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
日
本
国
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
輸
入
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
輸
入
差
益
を
徴
収
す
る

(a)

こ
と
が
で
き
る
。
当
該
輸
入
差
益
の
額
は
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
の
日
本
国
の
譲
許
表
に
基
づ
き
当
該
産
品
に
つ
い

て
許
容
さ
れ
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
の
混
合
物
、
調
製
食
料
品
及
び
練
り
生
地

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
5

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
七
〇
二
九
〇
・
二
一
九
、
一
九
〇
一
二

(a)
〇
・
二
三
九
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
一
七
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
四
八
、
一
九
〇
一
九
〇
・
二
五
三
、
二
一
〇
一
一
二
・
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五
五
二

一
一
〇
、
二
一
〇
一
一
二
・
二
四
六
、
二
一
〇
一
二
〇
・
二
四
六
、
二
一
〇
六
九
〇
・
二
五
一
、
二
一
〇
六
九
〇
・
二
七

一
、
二
一
〇
六
九
〇
・
二
七
二
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
二
八
一
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許

可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

６

調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
6

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
二
一
〇
六
九
〇
・
五
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

７

調
製
食
料
品
（
し
ょ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
う
ち
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
コ
コ
ア
粉

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
7

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
七
〇
一
一
三
・
〇
〇
〇
、
一
七
〇
一
一

(a)
四
・
一
九
〇
、
二
〇
〇
五
四
〇
・
一
九
〇
、
二
〇
〇
五
五
一
・
一
九
〇
、
二
〇
〇
五
九
九
・
一
一
九
、
二
一
〇
六
九
〇
・

二
八
二
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
五
一
〇
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
7

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
九
〇
・
二
一
九
及
び
二
一
〇
六
九

(b)
〇
・
二
八
四
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款

の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
削
減
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

二
六
・
五

二

二
五
・
四

三

二
四
・
三

四

二
三
・
三

五

二
二
・
二
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五
五
三

一
一
〇
、
二
一
〇
一
一
二
・
二
四
六
、
二
一
〇
一
二
〇
・
二
四
六
、
二
一
〇
六
九
〇
・
二
五
一
、
二
一
〇
六
九
〇
・
二
七

一
、
二
一
〇
六
九
〇
・
二
七
二
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
二
八
一
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許

可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

６

調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
6

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
二
一
〇
六
九
〇
・
五
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

７

調
製
食
料
品
（
し
ょ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量
の
う
ち
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
コ
コ
ア
粉

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
7

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
七
〇
一
一
三
・
〇
〇
〇
、
一
七
〇
一
一

(a)
四
・
一
九
〇
、
二
〇
〇
五
四
〇
・
一
九
〇
、
二
〇
〇
五
五
一
・
一
九
〇
、
二
〇
〇
五
九
九
・
一
一
九
、
二
一
〇
六
九
〇
・

二
八
二
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
五
一
〇
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P
I
C
-
7

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
九
〇
一
九
〇
・
二
一
九
及
び
二
一
〇
六
九

(b)
〇
・
二
八
四
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款

の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
削
減
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

二
六
・
五

二

二
五
・
四

三

二
四
・
三

四

二
三
・
三

五

二
二
・
二
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五
五
四

六

二
一
・
一

七

二
〇
・
〇

八

一
八
・
九

九

一
七
・
九

一
〇
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

一
七
・
九

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
7

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
八
〇
六
一
〇
・
一
〇
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(c)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
削
減
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

二
五
・
七

二

二
四
・
三

三

二
三
・
〇

四

二
一
・
六

五

二
〇
・
三

六

一
八
・
九

七

一
七
・
六

八

一
六
・
二

九

一
四
・
九

一
〇
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

一
四
・
九

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に

(d)

(a)

(c)

従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か

ら
除
外
す
る
。

８

コ
コ
ア
を
含
有
す
る
調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
8

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
八
〇
六
二
〇
・
二
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
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五
五
五

六

二
一
・
一

七

二
〇
・
〇

八

一
八
・
九

九

一
七
・
九

一
〇
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

一
七
・
九

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
7

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
八
〇
六
一
〇
・
一
〇
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(c)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
削
減
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

二
五
・
七

二

二
四
・
三

三

二
三
・
〇

四

二
一
・
六

五

二
〇
・
三

六

一
八
・
九

七

一
七
・
六

八

一
六
・
二

九

一
四
・
九

一
〇
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

一
四
・
九

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に

(d)

(a)

(c)

従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か

ら
除
外
す
る
。

８

コ
コ
ア
を
含
有
す
る
調
製
食
料
品

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
8

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
八
〇
六
二
〇
・
二
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
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五
五
六

れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
削
減
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

一
八
・
四

二

一
七
・
四

三

一
六
・
五

四

一
五
・
五

五

一
四
・
五

六

一
三
・
六

七

一
二
・
六

八

一
一
・
六

九

一
〇
・
七

一
〇
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

一
〇
・
七

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

９

コ
コ
ア
を
含
有
す
る
調
製
食
料
品
（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
製
造
用
の
も
の
に
限
る
。
）

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
9

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
八
〇
六
二
〇
・
二
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
入
者
に
よ
る
各
申
請
に
つ
い
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
当
該
原
産
品
の
数
量
が
、
当
該
申
請
に
お
い
て
特
定
す
る
粉
乳
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
い
て

国
産
ミ
ル
ク
に
よ
り
製
造
さ
れ
、
か
つ
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
製
造
の
た
め
に
当
該
輸
入
者
が
使
用
す
る
も
の
の
数
量
に
三

を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
の
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

チ
ー
ズ

10

和文【本文】附属書（１）.indd   556 2020/10/23   11:56:27



五
五
七

れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
削
減
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

一
八
・
四

二

一
七
・
四

三

一
六
・
五

四

一
五
・
五

五

一
四
・
五

六

一
三
・
六

七

一
二
・
六

八

一
一
・
六

九

一
〇
・
七

一
〇
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

一
〇
・
七

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

９

コ
コ
ア
を
含
有
す
る
調
製
食
料
品
（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
製
造
用
の
も
の
に
限
る
。
）

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P
I
C
-
9

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
一
八
〇
六
二
〇
・
二
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
税
と
す
る
。
た
だ
し
、
輸
入
者
に
よ
る
各
申
請
に
つ
い
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
当
該
原
産
品
の
数
量
が
、
当
該
申
請
に
お
い
て
特
定
す
る
粉
乳
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お
い
て

国
産
ミ
ル
ク
に
よ
り
製
造
さ
れ
、
か
つ
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
製
造
の
た
め
に
当
該
輸
入
者
が
使
用
す
る
も
の
の
数
量
に
三

を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
数
量
の
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特

(b)

(a)

恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

チ
ー
ズ

10
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五
五
八

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1
0

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
〇
四
〇
六
一
〇
・
〇
二
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
撤
廃
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

一
八
・
二

二

一
六
・
八

三

一
五
・
四

四

一
四
・
〇

五

一
二
・
六

六

一
一
・
二

七

九
・
八

八

八
・
四

九

七
・
〇

一
〇

五
・
六

一
一

四
・
二

一
二

二
・
八

一
三

一
・
四

一
四

〇

一
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

〇

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1
0

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
〇
四
〇
六
一
〇
・
〇
九
〇
、
〇
四
〇
六
四

(b)
〇
・
〇
九
〇
及
び
〇
四
〇
六
九
〇
・
〇
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら

れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
撤
廃
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

二
四
・
二
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五
五
九

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1
0

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
〇
四
〇
六
一
〇
・
〇
二
〇
の
品
目
に
分
類
さ

(a)
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸

入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
撤
廃
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

一
八
・
二

二

一
六
・
八

三

一
五
・
四

四

一
四
・
〇

五

一
二
・
六

六

一
一
・
二

七

九
・
八

八

八
・
四

九

七
・
〇

一
〇

五
・
六

一
一

四
・
二

一
二

二
・
八

一
三

一
・
四

一
四

〇

一
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

〇

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1
0

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
〇
四
〇
六
一
〇
・
〇
九
〇
、
〇
四
〇
六
四

(b)
〇
・
〇
九
〇
及
び
〇
四
〇
六
九
〇
・
〇
九
〇
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら

れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
撤
廃
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

二
四
・
二
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五
六
〇

二

二
二
・
四

三

二
〇
・
五

四

一
八
・
六

五

一
六
・
八

六

一
四
・
九

七

一
三
・
〇

八

一
一
・
二

九

九
・
三

一
〇

七
・
五

一
一

五
・
六

一
二

三
・
七

一
三

一
・
九

一
四

〇

一
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

〇

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1
0

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
〇
四
〇
六
二
〇
・
一
〇
〇
及
び
〇
四
〇
六
三

(c)
〇
・
〇
〇
〇
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款

の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
撤
廃
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

三
二
・
五

二

三
〇
・
〇

三

二
七
・
五

四

二
五
・
〇

五

二
二
・
五

六

二
〇
・
〇

七

一
七
・
五

八

一
五
・
〇
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五
六
一

二

二
二
・
四

三

二
〇
・
五

四

一
八
・
六

五

一
六
・
八

六

一
四
・
九

七

一
三
・
〇

八

一
一
・
二

九

九
・
三

一
〇

七
・
五

一
一

五
・
六

一
二

三
・
七

一
三

一
・
九

一
四

〇

一
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

〇

日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「P

I
C
-
1
0

」
を
掲
げ
る
関
税
分
類
番
号
〇
四
〇
六
二
〇
・
一
〇
〇
及
び
〇
四
〇
六
三

(c)
〇
・
〇
〇
〇
の
品
目
に
分
類
さ
れ
、
か
つ
、
各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款

の
規
定
に
従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
る
も
の
の
関
税
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
撤
廃
す
る
。

年

関
税
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）

一

三
二
・
五

二

三
〇
・
〇

三

二
七
・
五

四

二
五
・
〇

五

二
二
・
五

六

二
〇
・
〇

七

一
七
・
五

八

一
五
・
〇
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五
六
二

九

一
二
・
五

一
〇

一
〇
・
〇

一
一

七
・
五

一
二

五
・
〇

一
三

二
・
五

一
四

〇

一
五
年
目
及
び
そ
の
後
の
各
年

〇

各
年
に
お
い
て
輸
入
の
許
可
前
に
引
き
取
ら
れ
る

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
原
産
品
で
あ
っ
て
、
前
款
の
規
定
に

(d)

(a)

(c)

従
っ
て
日
英
特
恵
輸
入
証
明
書
が
提
出
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
に
係
る
約
束
の
対
象
か

ら
除
外
す
る
。

第
Ｃ
節

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置

第
一
款

第
Ｃ
節
に
つ
い
て
の
注
釈

１

こ
の
節
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。

第
Ａ
節
２
の
規
定
に
基
づ
く
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
対
象
と
な
る
原
産
農
産
品

(a)

に
規
定
す
る
措
置
の
発
動
水
準

(b)

(a)
に
規
定
す
る
原
産
農
産
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
各
年
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
最
高
の
関
税
率

(c)

(a)

２

第
二
・
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
は
、
日
本
国
の
表
の
「
注
釈
」
の
欄
に
「S

G
1
*

」
、
「S

G
1
*
*

」
、

「S
G
2

」
、
「S

G
3

」
、
「S

G
4
*

」
、
「S

G
4
*
*

」
、
「S

G
5

」
又
は
「S

G
6

」
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
原
産
農
産
品
に

対
し
て
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
条
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
こ

の
節
の
規
定
に
従
う
場
合
に
の
み
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

日
本
国
は
、
こ
の
節
に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
と
し
て
、
次
の
関
税
率
の

う
ち
い
ず
れ
か
低
い
も
の
を
超
え
な
い
水
準
ま
で
２
に
規
定
す
る
原
産
農
産
品
の
関
税
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
産
品
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
時
に
お
け
る
実
行
最
恵
国
税
率

(a)
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